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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
ま
た
は
重

篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
、
あ
る
い
は
一
定
程

度
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
は
、
国
民
健
康
保
険

税
の
減
免
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
税
＝
令
和
３
年

　
度
分
の
保
険
税
（
令
和
２
年
度
末
に
資
格

　
を
取
得
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
課
さ
れ
る

　
令
和
２
年
度
相
当
分
の
保
険
税
を
含
む
）

　
で
あ
り
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

　
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の

新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
（
内
線
４
４
０
４
）

　
納
期
限
（
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は

　
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
）
が

　
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の

▼
申
請
方
法
＝
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　
症
の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
可
能
な
限

　
り
郵
送
で
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
申

　
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、

　
お
電
話
い
た
だ
け
れ
ば
申
請
書
を
郵
送
し

　
ま
す
。

▼
申
請
期
限
＝
令
和
４
年
３
月
31
日
㈭
ま
で

　
（
郵
送
必
着
）

コロナ支援

事
業
者
に
国
か
ら
月
次
支
援
金
を
支
給
し
ま
す

問 

国
月
次
支
援
金
事
務
局　
相
談
窓
口　
☎
０
１
２
０
‐
２
１
１
‐
２
４
０

　
今
年
４
月
以
降
に
発
令
さ
れ
た
緊
急
事
態

措
置
ま
た
は
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
に

伴
う
飲
食
店
の
休
業
・
時
短
営
業
ま
た
は
、

外
出
自
粛
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
売
上
が

50
％
以
上
減
少
し
た
中
小
法
人
・
個
人
事
業

者
な
ど
の
皆
さ
ん
に
、「
月
次
支
援
金
」
が

国
か
ら
給
付
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
給
付
額
＝
中
小
法
人
20
万
円
／
月（
上
限
）

　
個
人
事
業
者
10
万
円
／
月
（
上
限
）

▼
対
象
月
＝
対
象
措
置
が
実
施
さ
れ
た
月
の

　
う
ち
、
対
象
措
置
の
影
響
を
受
け
、
令
和

　
元
年
ま
た
は
令
和
２
年
の
同
月
比
で
売
上

　
が
50
％
以
上
減
少
し
た
令
和
３
年
の
月

▼
基
準
月
＝
令
和
元
年
ま
た
は
令
和
２
年
に

　
お
け
る
対
象
月
と
同
じ
月

▼
申
請
期
限
＝
４
・
5
月
分
：
8
月
15
日
㈰

　
６
月
分
：
８
月
31
日
㈫

コロナ支援

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

問 

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
課　
（
内
線
４
２
０
４
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影

響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
を
見
舞
う
観
点
か
ら
、５
月
13
日
に「
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
を
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
し
て
い
る
ひ
と
り
親
世
帯
に
支
給
し

ま
し
た
。
今
回
は
ひ
と
り
親
以
外
の
世
帯
に

対
し
、
生
活
支
援
を
行
う
た
め
特
別
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
＝
ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付

　
金
を
支
給
済
の
方
を
除
き
、
⑴
の
①
～
③

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
⑵
の
Ａ
、

　
Ｂ
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴
養
育
要
件

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
を
受
給
し

　
て
い
る
方

②
令
和
３
年
４
月
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
を
受
給
し
て
い
る
方

③
令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で
、
平
成
15
年
４

　
月
２
日
か
ら
平
成
18
年
４
月
１
日
の
ま
で
の

　
間
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

⑵
所
得
要
件

Ａ
：
令
和
３
年
度
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

　
で
あ
る
方

Ｂ
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

　
を
受
け
て
令
和
３
年
１
月
以
降
に
家
計
が

　
急
変
し
、
収
入
が
住
民
税
非
課
税
相
当
と

　
な
っ
て
い
る
方

※
要
件
が
①
か
つ
Ａ
に
該
当
す
る
方
は
申
請

不
要
で
す
。
そ
れ
以
外
の
対
象
の
方
は
申
請

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請
方
法
は
、
詳
細

が
決
ま
り
次
第
、
市
こ
ど
も
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
以
外
の
世
帯
分
）」
で
ご
案
内
し

ま
す
。

▼
支
給
予
定
額
＝
児
童
１
人
当
た
り
一
律

　
５
万
円

コロナ支援
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